
岩 手 県 １

　　　　　　　　　

許可番号 ｏｏ３６４００３ １７４

　　　　　　　　

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

瞬 鴇附顧蔽痴嚇６

　　

賃

　

氏

　

名

　　　

ニッコー・ファイ ンメ ック株 式会社

　　　　　　

代表取締役 小野寺

　

真澄

　

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条の４第１項の許可を受けた者であることを証

する

　　　　　　　　　　　　　

，

　　　

き き 就 霧叉
，

　　　　　　　　　　

県南広域振興局長

　

佐々木

　

隆 宏 葵 局 長
・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．，
きミ
ニデー き．ｉ

デー

　

許可の年月 日

　

．

　　　　

令和

　

２年

　

８月

　

２日

　

許可の有効年月 日

　　　　

令和

　

９年

　

８月

　

１日

１． 事業の範囲
（１）産業廃棄物の種類

　　

取扱う特別管理産業廃棄物

　　　

・廃油 （揮発油類、 灯油類及び軽油類に限る。）

　　　

・廃酸 （水素イオン濃度指数２． ０以下のものに限る。）

　　　

・廃アルカリ （水素イオン濃度指数１２． ５以上のものに限る。）

　　　

・感染性産業廃棄物

　　　

・廃ポリ塩化ビフェニル等 （高濃度ＰＣＢ廃棄物を除く。）

　　　

・ポリ塩化ビフェニル汚染物 （高濃度ＰＣＢ廃棄物を除く。）

　　　

・廃水銀等

　　　

・ばいじん （カ ドミウム又はその化合物、 鉛又はその化合物、 六価クロム化合物を含む

　　　　　

ことのみにより有害なものに限る。）

　　　

・燃え殻 （カ ドミウム又はその化合物、 鉛又はその化合物、 六価クロム化合物、 ダイオ

　　　　　

キシン類を含むことのみにより有害なものに限る。）

　　　

・廃油 （トリクロロエチ レン、 テ トラク ロロエチ レン、 ジクロロメタ ン、 四塩化炭 素、

　　　　　　

１， ２－ ジクロロエタ ン、 １， １－ ジクロロエチ レン、 シス ー１， ２－ ジク ロロ

　　　　　

エ チ レ ン、 １， １， １ － トリ ク ロ ロ エ タ ン、 １， １， ２－ トリクロロエタ ン、 １，

　　　　　

３－ ジクロロ プロペ ン、 ベ ンゼ ンを含むことのみにより有害なものに限る。）

　　　

・廃油を処分するために処理したもの （トリクロロエチレン、 テトラクロロエチレンを

　　　　　

含むことのみにより有害なものに限る。）

　　　

，汚泥 （水銀又はその化合物、 カドミウム又はその化合物、 鉛又はその化合物、 有機燐

　　　　　

化合物、 六価クロム化合物、 枇素又はその化合物、 シアン化合物、 トリクロロエ

　　　　　　

チ レン、 テ トラクロロエチ レン、 ジクロロメタ ン、 四塩化 炭素、 １， ２－ジク ロ

　　　　　

ロエタ ン、 １， １－ ジクロロエチ レン、 シスー１， ２－ ジクロロエチ レン、 １，

　　　　　　

１， １ － トリ ク ロ ロ エ タ ン、 １， １， ２－ トリク ロロエタ ン、 １， ３－ ジクロ ロ

　　　　　

プロペン、 チウラム、 シマジン、 チオベンカルブ、 ベンゼン、 ダイオキシン類を

　　　　　

含むことのみにより有害なものに限る。）

　　　

，廃酸 （水銀又はその化合物、 カドミウム又はその化合物、 鉛又はその化合物、 有機燐

　　　　　

化合物、 六価クロム化合物、 枇素又はその化合物、 シアン化合物、 トリクロロエ

　　　　　　

チ レン、 テ トラクロロエチ レン、 ジクロロメタ ン、 四塩化炭 素、 １， ２－ジク ロ

　　　　　

， ロエタ ン、 １， １－ジクロロエ チ レン、 シスー１， ２－ ジクロロエチ レン、 １，

　　　　　　

１， １ － トリ ク ロ ロ エ タ ン、 １， １， ２－ トリクロロエタ ン、 １， ３－ ジク ロロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（以下、 裏 面記 載）



　　

プロペン、 チウラム、 シマジン、 チオベンカルブ、 ベンゼン、 ダイオキシン類を

　　

含むことのみにより有害なものに限る。）
・廃酸を処分するために処理したもの （水銀又はその化合物、 カドミウム又はその化合

　　

物、 鉛又はその化合物、 有機燐化合物、 六価クロム化合物、 枇素又はその化合物、

　　

シアン化合物、 トリクロロエ チ レン，、 テ トラクロロエ チ レン、 ジクロロメタ ン、

　　

四塩化炭素、 １， ２－ジクロロエタ ン、 １， １－ ジクロロエ チ レン、 シスー １，

　　

２－ジクロロエチ レン、 １， １， １－ トリク・ロロエタ ン、 １， １， ２－ トリク ロ

　　

ロエタ ン、 １， ３－ ジクロロ プロペ ン、 チ ウラム、 シマ ジン、 チオベ ンカルブ、

　　

ベンゼンを含むことのみにより有害なものに限る。）
・廃アルカリ （水銀又はその化合物、 カドミウム又はその化合物、 鉛又はその化合物、

　　

有機燐化合物、 六価クロム化合物、 批素又はその化合物、 シアン化合物、 トリク

　　

ロ ロエ チ レン、 テ トラクロロエ チ レン、 ジクロロメ タ ン、 四塩化炭素、 １， ２－

　　

ジクロロエタ ン、 １， １－ ジクロロエチ レン、 シスー１， ２－ ジクロロエチ レン、

　　

１， １， １－ トリクロロエタ ン、 １， １， ２－ トリク ロ ロエタ ン、 １， ３－ ジク

　　

ロロプロペン、 チウラム、 シマジン、 チオベンカルブ、 ベンゼン、 ダイオキシン

　　

類を含むことのみにより有害なものに限る。）
・廃アルカリを処分するために処理したもの （水銀又はその化合物、 カドミウム又はそ

　　

の化合物、 鉛又はその化合物、 有機燐化合物、 六価クロム化合物、 批素又はその

　　

化 合物、 シア ン化合物、 トリクロロエチ レン、 テ トラク ロロエ チ レン、 ジクロ ロ

　　

メ タ ン、 四塩化炭素、 １， ２－ ジクロロエタ ン、 １， １－ ジクロロエチ レン、 シ

　　

ス ー １， ２－ジクロロエチ レン、 １， １， １－ トリク ロロエタ ン、 １， １， ２－

　　

トリクロロエタ ン、 １， ３－ ジクロロ プロペ ン、 チ ウラム、 シマ ジン、 チオベ ン

　　

カルブ、 ベンゼンを含むことのみにより有害なものに限る。）
以下余白

（２） 積替え・保管を含むもの

　

　

　　

取扱う特別管理産業廃棄物

　　

・廃油 （揮発油類、 灯油類及び軽油類に限る。）

　　

・廃酸 （水素イオン濃度指数２． ０以下のものに限る。）

　　

・，廃アルカリ （水素イオン濃度指数１２， ５以上のものに限る。）

　　

・感染性産業廃棄物

　　

・廃水銀等

　　

・廃油 （トリクロロエチ レン、 テ トラクロロエチ レン、 ジクロロメタ ン、 四塩化炭 素、

　　　　　

１， ２－ ジクロロエタ ン、 １， １－ ジクロロエチ レン、 シスー１， ２－ジク ロロ

　　　　　

エ チ レ ン、 １， １， １ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン、 １， １， ２－ トリクロロエタ ン、 １，

　　　　　

３－ジクロロプロペン、 ベンゼンを含むごとのみにより有害なものに限る。）

　　

・廃油を処分するために処理したもの （トリクロロエチレン、 テトラクロロエチレンを

　　　　

含むことのみにより有害なものに限る。）

　　

・汚泥 （水銀又はその化合物、 カドミウム又はその化合物、 鉛又はその化合物、 有機燐

　　　　　

化合物、 六価クロム化合物、 枇素又はその化合物、 シアン化合物、 トリクロロエ

　　　　　

チ レン、 テ トラクロロエチ レン、 ジクロロメタ ン、 四塩化 炭素、 １， ２－ジク ロ

　　　　　

ロ エタ ン、 １， １－ ジクロ ロエチ レン、 シスー１， ２－ ジクロロエチ レン、 １，

　　　　　

１， １ － トリ ク ロ ロ エ タ ン、．１， １， ２－ トリクロロエタ ン、 １， ３ －ジク ロロ

　　　　　

プロペン、 チウラム、 シマジン、 チオベンカルブ、 ベンゼン、 ダイオキシン類を

　　　　

含むこと・のみにより有害なものに限る。）

　　

・廃酸 （水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、 鉛又はその化合物、 有機燐

　　　　

化合物、 六価クロム化合物、 枇素又はその化合物、 シアン化合物、
．トリクロロエ

　　　　　

チ レン、 テ トラクロロエ チ レン、 ジクロロメタ ン、 四塩化炭素、 １， ２－ジク ロ

　　　　　

ロエタ ン、 １， １－ジクロ ロエチ レン、 シスー１， ２－ ジクロロエチ レン、 １，

　　　　　

１， １ － トリ ク ロ ロ エ タ ン、 １， １， ２－ トリクロロエタ ン、 １， ３－ ジク ロロ

　　　　　

プロペン、 チウラム、 シマジン、 チオベンカルブ、 ベンゼンを含むことのみによ

　　　　　

り有害なものに限る。）

　　

・廃酸を処分するために処理したもの （水銀又はその化合物、 カドミウム又はその化合

　　　　　

物、 鉛又はその化合物、 有機燐化合物、 六価クロム化合物、 枇素又はその化合物、

　　　　　

シア ン化合物、 トリクロロエ チ レン、 テ トラクロロエ チ レン、 ジクロロメタ ン、

　　　　　

四塩化炭素、 １， ２－ジクロ ロエタ ン、 １， １－ジクロロエチ レン、 シスー １，

　　　　　

２ － ジク ロ ロ エ チ レ ン、 １， １， １ － トリ，ク ロ ロ エ タ ン、 １， １， ２－ トリク ロ

　　　　　

ロエタ ン、 １， ３－ ジク ロロ プロペ ン、 チウラム、 シマ ジン、 チ オベ ンカ ル ブ、

　　　　

ベンゼンを含むことのみにより有害なものに限る。）

　　

・廃アルカリ （水銀又はその化合物、 カ ドミウム又はその化合物、 鉛又はその化合物、



　　

有機燐化合物、 六価クロム化合物、 批素又はその化合物、 シアン化合物、 トリク

　　

ロロエチ レン、 テ トラク ロロエチ レン、 ジクロロメタ ン、 四塩化炭素、 １， ２－

　　

ジクロロエタ ン、 １， １－ ジク，ロロエチ レン、 シスー１， ２－ジクロロエチ レン、

　　

１， １， １－ トリクロロエタ ン、 １， １， ２－ トリクロロエタ ン、 １， ３－ ジク

　　

ロロプロペン、 チウラム、 シマジン、 チオベンカルブ、 ベンゼンを含むことのみ

　　

により有害なものに限る。）
，廃アルカリを処分するために処理したもの （水銀又はその化合物、 カドミウム又はそ

　　

の化合物、 鉛又はその化合物、 有機燐化合物、 六価クロム化合物、 枇素又はその

　　

化合物、 シア ン化合物、 トリクロロエ チ レン、．テ トラク ロロエ チ レン、 ジクロ ロ

　　

メ タ ン、 四塩化炭素、 １， ２－ ジクロロエタ ン、 １， １－ ジクロロエチ レン、 シ

　　　
ーほ．一．

ス ー１， ２－ ジクロロエチ レン、 １， １， １－ トリクロロエタ ン、 １， １， ２－

トリクロロエタ ン、 １， ３－ ジクロロ プロペ ン、 チウラ ム、 シマ ジン、 チオベ ン

カルブ、 ベンゼンを含むことのみにより有害なものに限る。）

以下余白

２， 積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え又
は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類、 積替えのための保管上限及び積み上げることができる

高さ

　

別表のとおり

　

以下余白

３． 許可の条件

　

積替えのための保管を行う場合を除いて、 排出事業者から委託を受けて収集する感染性産業廃

棄物を保冷車等で運搬し、当該排出事業者が指示する特別管理産業廃棄物処分業者の処理施設へ、
原則収集した日のうちに運搬すること。
以下余白

４． 許可の更新又は変更の状況
平成

　

５年 ８月

　

２日

　

当初許可
平成

　

８年

　

４月

　

５日 事業範囲の変更許可
平成１０年 ８月

　

２日

　

更新許可
平成１０年１０月１４日

　

事業範囲の変更許可 （特別管理産業廃棄物の種類に汚泥及び燃え殻を

　　　　　　　　　　

追加 したこと。）

平成１１年

　

７月１６日

　

変更届出書受理

　　　　　　　　　　

（１）

　

名称を有限会社日興薬品から変更したこと。

　　　　　　　　　　

（２）

　

本店所在地を、 岩手県東磐井郡千厩町奥玉字天ヶ森９０番地か

　　　　　　　　　　　　

ら変更 したこと。
平成１３年

　

２月

　

７日

　

変更届出書受理 （積替え又は保管を行う場所の面積、 積替えのための

　　　　　　　　　

保管上限を変更 したこと。）

平成１３年

　

３月

　

８日 事業範囲の変更許可

　　　　　　　　　　

（１）

　

特別管理産業廃棄物の種類に廃酸 （水銀又はその化合物を含む

　　　　　　　　　　　　

ことにより有害なもの に限る。） を追加 したこと。

　　　　　　　　　　

（２）

　

特別管理産業廃棄物の種類に廃アルカリ （水銀又はその化合物

　　　　　　　　　　　　　

を含 むことのみにより有害なものに限る。） を追加 したこと。

　　　　　　　　　　

（３）

　

特別管理産業廃棄物の種類に汚泥．（水銀又はその化合物を含む

　　　　　　　　　　　　　

こと により有害なものに 限る。） を追加 したこと。

　　　　　　　　　　

（４）

　

燃え殻、 汚泥の積替え・保管を追加したこと。
平成１５年 ８月

　

２日

　

更新許可
平成１５年

　

９月１６日

　

事業範囲の変更許可 （特別管理産業廃棄物の種類にばいじん （カドミ

　　　　　　　　　　

ウム又はその化合物、 鉛又はその化合物、 六価クロム化合物、 批素又は

　　　　　　　　　　

その化合物を含むことのみにより有害なものに限る。） を追加 したこと

　　　　　　

。 ）

平成１５年１２月

　

９日

　

変更届出書受理（積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類に

　　　　　　　　　　

ばい じんを追加 したこと。）

平成１６年

　

９月１６日 事業範囲の変更許可

　　　　　　　　　　

（１）

　

特別管理産業廃棄物の種類に汚泥 （ダイオキシン類を含むこと

　　　　　　　　　　　　　

により有害なものに限る。） を追加 したこと。

　　　　　　　　　　　

（２）

　

特別管理産業廃棄物の種類に燃え殻 （ダイオキシン類を含むこ

　　　　　　　　　　　　　

とにより有 害なものに 限る。） を追加 したこと。
平成１８年１２月１３日 事業範囲の変更許可

下、 裏



（１）

　

特別管理産業廃棄物の種類に廃酸 （ダイオキシン類を含むこと

　　

のみにより有害なものに限る。） を追加じたこと。
（２）

　

特別管理産業廃棄物の種類に廃アルカリ （ダイオキシン類を含

　　

むことのみにより有害なものに限る。） を追加したこと。
平成１９年１０月

　

２日 変更届出書受理

　　　　　　　　　　

（１）

　

廃酸の積替え保管施設を一部廃止したこと。

　　　　　　　　　　

（２）

　

廃アルカリの積替え保管施設を屋内に変更したこと。
平成１９年１１月２７日

　

変更届出書受理 （保管施設の概要を変更したこと。）
平成２０年 ８月

　

２日

　

更新許可
平成２０年

　

９月

　

９日

　

変更届出書受理 （特別管理産業廃棄物の種類から汚泥 （ダイオキシン

　　　　　　　　　

類を含むことのみにより有害なものに限る。） を削除したこと。）
平成２０年

　

９月 ２５日

　

変更届出書受理 （積替え・保管施設の概要を変更したこと。）
平成２２年

　

２月１０日

　

変更届出書受理 （積替え・保管施設の概要を変更したこと。）
平成２２年

　

５月１１日

　

変更届出書受理

　　　　　　　　　　

（１）

　

特別管産業廃棄物の種類から燃え殻 （枇素及びその化合物を

　　　　　　　　　

含むことのみにより有害なものに限る。） を削除したこと。

　　　　　　　　　　

（２）

　

特別管産業廃棄物の種類からばいじん （枇素及びその化合物を

　　　　　　　　　

含むことのみにより有害なものに限る。） を削除したこと。
平成２２年

　

５月２１日

　

変更届受理 （積替え・保管施設の概要を変更したこと。）
平成２２年

　

７月 ２０日

　

事業範囲の変更許可 （特別管理産業廃棄物の種類に汚泥 （ダイオキ

　　　　　　　　　　

シン類を含むことにより有害なものに限る。） を追加したこと。）
平成２３年

　

８月

　

，１日

　

変更届出書受理 （積替え・保管施設の概要を変更したこと。）
平成２５年

　

４月１５日

　

変更届出書受理 （代表者を小野寺司から変更したこと。）
平成２５年

　

８月

　

２日

　

更新許可（優良認定）
平成２５年１１月 ２７日

　

変更届出書受理 （積替え・保管施設の概要を変更したこと。）
平成２６年

　

６月

　

４日

　

変更届出書受理 （積替え・保管施設の概要を変更したこと。）
平成２９年１０月

　

４日

　

事業範囲の変更許可 （廃ポリ塩化ビフェニル等 （高濃度ＰＣＢ廃棄物

　　　　　　　　　　

を除く。）、 ポリ塩化ビフェニル汚染物 （高濃度ＰＣＢ廃棄物を除く。

　　　　　　　　　　

） を追加 したこと）

平成３０年１０月 ２２日

　

変更届出書受理 （積替え・保管施設の概要を変更したこと。）
令和

　

２年

　

２月 ２８日

　

変更届出書受理 （積替え・保管施設及び積替え施設の概要を変更し

　　　　　　　　

た こ と。 ）

令和

　

２年

　

４月 ３０日

　

事業範囲の変更許可 （特別管理産業廃棄物の種類に廃水銀等を追加

令和

　

２年

　

８月

　

２日

　

更新許可 （優良認定）
以下余白

５． 積替え許可 （盛岡市の許可） の有無

　

無

　

以下余白

６， 規則第１０条の１２第２項の規定による許可証の提出の有無

　

有

　

以下余白



別表 （積替え・保管施設の概要）
（１） 積替え・保管施設工
所在地：岩手県一関市千厩町奥玉字天ケ森７５番６

廃棄物の種類
保管高さ

　

（ｍ）
保管面積

　

（Ｉｄ）
保管体積

　

（ボ）
保管重量

（ｔ）
備考

廃アルカリ ５．９ ３，Ｏ
屋内
容器保管

（２） 積替え・保管施設□
所在地：岩手県一関市千厩町奥玉字入山沢３２９番１

　

廃棄物の種類
保管高さ

　

（ｍ）
保管面積

　

（請）
保管体積

　

（ｒｄ）
保管重量

（ｔ）
備考

廃酸 ６，９７ ４．３８ ５．４７

屋内保管
タンク、 プラスチック

容器及びトレイ使用

廃アルカリ ３．５７ ２．５８
．

　

２．８８

屋内保管
タンク、 プラスチック

容器及びトレイ使用

汚泥 ４．５６ ４，４ ４，８４

屋内保管
フ レコ ンパ ック 及 び

ドラム缶使用

感染性廃棄物 ２４，３ ４０，９ ５，６７
屋内保管
容器使用

廃水銀等 ０．８１ ０．０４５ ０，６１

屋内保管
鋼 製 ドラ ム 及 び トノレ

イ使用
※）産業廃棄物の保管容器の空容器の保管場所と兼用する。

（３） 積替え・保管施設皿
所在地：岩手県一関市千厩町奥玉字天ケ森３４番，５６番２，６２番，６８番１，８６番１

廃棄物の種類
保管高さ

　

（ｍ）
保管面積

　

（Ｉｄ）
保管体積

　

（Ｉｄ）
保管重量

（ｔ）
備考

廃油 １０，５ ４．４
屋内
容器保管

※） 産業廃棄物の保管容器の空容器の保管場所と兼用する。

（４） 積替え施設
所在地：岩手県一関市千厩町奥玉字入山沢３２９番１

廃棄物の種類 面積 （話） 備考

廃酸
廃アルカリ
汚泥
廃油
感染性廃棄物
廃水銀等

３４５ 屋外


